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高 知 県 教 育 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

高 知 県 教 育 長 長 岡 幹 泰

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ９ 号

高 知 県 教 育 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規

則

高 知 県 教 育 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 し て は 、 個 人

情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 15年 法 律 第 57号 ） 、 個 人 情 報 の 保

護 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 15年 政 令 第 507号 ） 及 び 個 人 情 報 の

保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 28年 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第

３ 号 ） 並 び に 高 知 県 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和

４ 年 高 知 県 条 例 第 34号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る ほ か 、 高 知 県 個 人

情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 令 和 ５ 年 高 知 県 規 則 第 18号 ）

の 規 定 の 例 に よ る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 知 県 教 育 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の

廃 止 ）

２ 高 知 県 教 育 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則

（ 平 成 13年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 13号 ） は 、 廃 止 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 高 知 県 教 育 委 員 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る

規 則


